
 別紙①               　　  令和　　　年　　　月　　　日

【お問い合わせ先】
　ひおきマルシェ実行委員会事務局
　(日置市商工観光課内)担当：畠田、寺田
　〒899-2592　日置市伊集院町郡一丁目100番地
　電話：099-248-9409　FAX：099-273-3063

(ふりがな)

事業所名

出店区分

テント設置

どちらかに☑をしてください。 使用器具明細(電力配分のため消費電力は必ず記入)

□使用する→コンセント数 (　　　　)口　 (器具名：　　　　　　　　　)(　　　個)(計　　　　　　　Ｗ)

(器具名：　　　　　　　　　)(　　　個)(計　　　　　　　Ｗ)

□使用しない (器具名：　　　　　　　　　)(　　　個)(計　　　　　　　Ｗ)

(器具名：　　　　　　　　　)(　　　個)(計　　　　　　　Ｗ)

どちらかに☑をしてください。

□使用しない

※ガス設備は各店舗で準備し、消火器を設置してください。

※消防署の手続きは事務局で一括します。

【提出先】
　ひおきマルシェ実行委員会(日置市商工会伊集院本所内)
　〒899-2501　日置市伊集院町下谷口1813-7
　電話：099-272-2222　FAX：099-272-2153

令和７年度第４回ひおきマルシェ出店申込書

住所：〒

電話：

FAX :

希望区画数

住所
連絡先

緊急連絡先(イベント当日の連絡先)：

出店範囲

当てはまるものに☑をしてください。
□飲食①(会場で調理した食事を提供)【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ】
□飲食②(調理済みの食事を提供)※包装・パック詰めされたもの【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ以下】
□キッチンカー
□農産物、特産品、菓子などの製造・加工品など【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ以下】
□雑貨・ハンドメイド雑貨(ワークショップも含む)①【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ以下】
□雑貨・ハンドメイド雑貨(ワークショップも含む)②【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ1.8ｍ】
□フリーマーケット【テントサイズ：Ｗ3.6ｍ×Ｄ1.8ｍ】

どちらかに☑をしてください。
□テント設置希望
□テント設置不要(持込み)→土嚢必要数(　　　)個
※農作物、特産品、菓子などの製造・加工品は原則、テント持込み。テント使用時は追加手数料＋6,000円。

電気 ※２口までは無料。３口以上使用する場合、１口増える毎に追
加手数料＋1,000円

【提出期限】
  令和８年１月28日(水)　午後５時(必着)

火気・ガス

※別添「ひおきマルシェ出店取扱要領」を必ずお読みください。

□使用する（使用器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

(ふりがな)

担当者

■キッチンカーの場合は車体サイズを記入してください。
　(例)全長3.6ｍ、高さ2.5ｍ、幅1.5ｍ
■テント持込みの場合は、テントサイズを記入してください。
　(例)Ｗ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ ※テント正面を横とします。

  （　　　　）区画
　　　 or
   (　　　　) 台

Mail:
※可能な限りメールアドレスをご記入ください。

※最大２区画までお申し込み可能ですが、応募多数の場合、１区画と
　なる場合がありますので、予めご了承ください。



　キッチンカー以外の出店については、１区あたり机２台、イス２脚を上限に実行委員会が用意しますので、

　必要数を記入してください。

　机（　　　）台、イス（　　　）脚

1区画　10,500円/日
※水道料金(500円)を含む

・テント持込みの場合　 1区画　4,500円/日
・テント設置希望の場合 1区画　10,500円/日
※水道料金(500円)を含む

1区画　4,500円/日
※水道料金(500円)を含む

1区画　3,500円/日
※水道料金(500円)を含む

1区画　3,000円/日

1区画　2,000円/日

1区画　2,000円/日

　〇飲食店・喫茶・菓子製造（ブース内で揚げる、焼く、炒める、お茶を点てるなど調理を要するもの）

　〇乳類・食肉・魚介類販売（パック詰めされた上記類の販売を行うもの）　

水道

出店品目
(出展内容)

机・イス

(臨時)営業許可
申請について

出店者
PRについて

　会場内に共同水栓を設置します。ただし、飲用はできませんので、各自貯水タンクなどをご準備ください。
　※飲食、キッチンカー農産物、特産品、菓子などの製造・加工品の区分で出店の場合、水道料金一律500円徴収させていただきます。

出店手数料

　上記内容に該当するものを販売する場合は、伊集院保健所への(臨時)営業許可申請手続きが必要です。
　既に許可書を取得している場合、申込書と併せて許可書の写しを1部提出すること。新たに取得が必
　要な場合は、出店者の責任において各種法令を確認の上、各自で必要な申請等を行い、３月10日(月)
　までに許可書等の写しを１部提出すること。
  ※(臨時)営業許可申請に係る手数料については、出店事業者の負担となります。

　飲食①(会場で調理した食事を提供)
　※テントは実行委員会で設置

　飲食②(調理済みの食事を提供※包装・パック詰めされたも

の)

　キッチンカー

　農産物、特産品、菓子などの製造・加工品
　※原則、テント持込み

　雑貨・ハンドメイド雑貨①　　【テントサイズ】
　※テント持込み必須　　　　　　W3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ

　雑貨・ハンドメイド雑貨②　　【テントサイズ】
　※テントは実行委員会で設置　　W3.6ｍ×Ｄ1.8ｍ

　フリーマーケット【テントサイズ：W3.6ｍ×1.8ｍ】
　※テントは実行委員会で設置

その他連絡事項

□希望する(PRタイム５分程度)
□希望しない

■個人・事業者のSNS等がありましたら、媒体名とアカウント名を記入してください。
(例)Instagram(＠hioki_kanko_pr)

SNS等

■店舗PRのための取材協力は可能ですか。どちらかに☑をしてください。
□協力できる
□協力できない

■ステージ上で出店内容のPRをすることが可能です。
　ステージ上でのPRを希望しますか。どちらかに☑をしてください。

(例）焼きそば、たこ焼き、ポテト、的当てゲーム、ヨーヨーすくい


